
「外国人材から選ばれる鳥取県」企業支援補助金交付要綱 

 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、鳥取県補助金等交付規則（昭和３２年鳥取県規則第２２号。以下「規則」

という。）第４条の規定に基づき、「外国人材から選ばれる鳥取県」企業支援補助金（以下

「本補助金」という｡）の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものと

する。 

 

（交付目的） 

第２条 本補助金は、外国人就労者（技能実習生を含む。以下同じ）を受け入れている県内事業

者及び県内事業者への受入れ等を支援する県内監理団体に対し、社内多言語化及び日本語学習

普及並びに技能実習指導員等の講習会受講のための経費の一部を補助することにより、外国人

就労者へのサポート体制構築及び企業の生産性向上を図るとともに、地域との多文化共生に資

することを目的として交付する。 

 

（補助金の交付） 

第３条 県は、前条の目的の達成に資するため、別表１の第１欄に掲げる事業（以下「補助事業」

という。）を行う同表の第２欄に掲げる者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。 

２ 本補助金の額は、補助事業に要する同表の第３欄に掲げる経費（以下「補助対象経費」とい

う。）の額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額を除く。）から補助

事業に伴う収入（事業者又は監理団体が、複数の事業所の外国人就労者を対象に「日本語学習

支援補助」事業を実施するにあたり、その複数の事業所から収入した負担金は除く。）を控除

した額に、同表第４欄に定める率（以下「補助率」という。）を乗じて得た額（同表第５欄に

定める額を限度とする。）以下とする。 

３ 本補助金の交付を受けようとする事業者が、自己の責任において「技能実習指導員、生活指

導員講習の受講補助」事業に着手して交付決定までに生じた経費を前項の規定による補助対象

経費とすることができる。 

４ なお、鳥取県産業振興条例（平成２３年鳥取県条例第６８号）の趣旨を踏まえ、補助事業の

実施に当たっては、県内事業者への発注に努めなければならない。 

５ 補助事業の実施期間は事業実施年度の２月末日までとする。 

 

（交付申請の時期等） 

第４条 本補助金の交付申請は、事業実施に先立って行わなければならない。 

２ 規則第５条の申請書に添付すべき同条第１号及び第２号に掲げる書類は、それぞれ様式第１

号及び様式第２号によるものとする。 

 

（交付決定の時期等） 

第５条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から３０日以内に行うものと

する。 

２ 本補助金の交付決定通知は、様式第３号によるものとする。 

 

（承認を要しない変更） 

第６条 規則第１２条第１項の知事が別に定める変更は、補助対象経費総額の増額及び２割を超

える減額以外の変更とする。 

２ 第５条第１項の規定は、変更等の承認について準用する。 

 

（実績報告の時期等） 

第７条 規則第１７条第１項の規定による報告（以下「実績報告」という。）は、次に掲げる日



までに行わなければならない。 

（１）規則第１７条第１項第１号又は第２号の場合にあっては、補助事業の完了又は中止若しく

は廃止の日から２０日を経過する日 

（２）規則第１７条第１項第３号の場合にあっては、補助事業等の完了予定年月日の属する年度

の３月１０日 

２ 規則第１７条第１項の報告書に添付すべき同条第２項第１号及び第２号に掲げる書類は、そ

れぞれ様式第１号及び様式第２号によるものとする。 

 

（雑則） 

第８条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、商工労

働部長が別に定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和２年５月１日から施行する。 

     附 則 

   この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

     附 則 

   この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

   附 則 

   この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 

 



別表１ 

１ 補助事業 ２ 事業実施主体 ３ 補助対象経費 ４ 補助率 ５ 補助限度額 

社内多言語化の

ための翻訳経費

補助 

鳥取県内に就労場所

を有する事業者 

（事業者には、企業

のほか、農林水産業

者、個人事業主等を

含む）及び鳥取県内

に事業所を有する監

理団体 

 

役務費（業務マニュアル、社内掲

示物などの翻訳料） 

１／２ ２万５千円／１事業者 

日本語学習教材

の普及補助 

需用費（外国人就労者の日本語学

習のための見本書籍購入費） 

１／２ １万円／１事業者 

日本語学習支援

補助 

 

報償費（講師謝金など） 

旅費（講師及びボランティアへの

交通費など） 

需用費（コピー代など） 

役務費（電話代、郵送代など） 

使用料及び賃借料（会場使用料な

ど） 

１／２ ２０万円／１事業者 

（事業者又は監理団体

が複数の事業所の外国

人就労者を対象に開催

する場合は、４０万円

／１事業者） 

技 能 実 習 指 導

員、生活指導員

講習の受講補助 

鳥取県内に就労場所

を有する事業者 

（事業者には、企業

のほか、農林水産業

者、個人事業主等を

含む） 

役務費（受講料） １／２ ５千円／１人 

（１事業者各講習それ

ぞれ 1 人まで） 

注）消費税及び地方消費税は補助対象経費に含めない。 

  



様式第１号（第４条、第７条関係） 

 

 年度「外国人材から選ばれる鳥取県」企業支援補助金計画（報告）書 

 

１ 事業者情報（代表となる者） 

法人名  

事業所名  

事業所住所 〒 

 

担当者名  

担当者メールアドレス  

連絡先（電話番号）  

 

２ 事業内容等 

対象者数等 

   名  支援先事業者名：                       

住所：〒                    

※（監理団体は支援先事業者名・住所を記載） 

実 

施 
内 

容 

社内多言語化のた

めの翻訳 

内容（実施予定日・翻訳物の内容） 

 

 

日本語学習教材 

内容（購入予定日・購入予定の書籍と金額） 

 

 

 

日本語学習支援 

（入国後講習除

く） 

期間   年 月 日～   年 月 日 

（継続的に開催する場合は、６カ月ごと又は年間で、申請してく

ださい） 

 

時間 

 

内容（カリキュラム及び講師・研修施設等） 

 

技能実習指導員、

生活指導員講習の

受講補助 

内容（講習会名・受講日・受講料等） 

 

 

 

３ 他の補助金の活用の有無 （ 有 ・ 無 ） 
 ※他の補助金の活用の有無について、「有」「無」のいずれかに○をしてください。 

 ※「有」の場合は、活用する補助金名やその事業内容、当該補助金に係る問合せ先（補助金を所管

している部署名や団体名及び連絡先）を記載してください。



様式第２号（第４条、第７条関係） 

 

 年度「外国人材から選ばれる鳥取県」企業支援補助金収支予算（決算）書 

 

 

１ 収入 

（単位：円） 

 

 
予算額 決算額 備考 

県補助金 
   

そ の 他 
   

自己財源 
   

合   計 
   

※事業者又は監理団体が複数の事業所の外国人就労者を対象に日本語学習会を開催した際に、その対

象事業所から収入した負担金は自己財源欄に記入することとし、備考欄にその内容を記入すること。 

 

２ 支出 

（単位：円） 

 

 
予算額 決算額 備考 

報 償 費 
   

旅  費 
   

需 用 費 
   

役 務 費 
   

使用料 

賃借料 

   

合   計 
   

 

 



様式第３号（第５条関係） 

 

第         号  

年  月  日  

 

                様 

 

鳥取県知事    印   

 

 

 年度「外国人材から選ばれる鳥取県」企業支援補助金交付決定通知書 

 

   年 月 日付の申請書（以下「申請書」という。）で申請のあった「外国人材から選ばれ

る鳥取県」企業支援補助金（以下「本補助金」という。）については、鳥取県補助金等交付規則

（昭和３２年鳥取県規則第２２号。以下「規則」という。）第６条第１項の規定に基づき、下記

のとおり交付することに決定したので、規則第８条第１項の規定により通知します。 

 

記 

 

１ 対象事業 

本補助金の対象事業の内容は、申請書記載のとおりとする。 

 

２ 交付決定額等 

本補助金の算定基準額及び交付決定額は、次のとおりとする。ただし、補助事業の内容が変

更された場合におけるそれらの額については、別に通知するところによる。 

  （１）算定基準額  金              円 

（２）交付決定額      金              円 

 

３  経費の配分 

本補助金の補助対象経費の配分及び交付決定額は、申請書記載のとおりとする。ただし、補

助事業の内容が変更された場合においては、別に通知するところによる。 

 

４  交付額の確定 

  本補助金の額の確定は、補助対象経費の実績額について、「外国人材から選ばれる鳥取県」

企業支援補助金交付要綱（令和２年５月１日第２０２００００１３８５３号商工労働部長通知。

以下「要綱」という。）第３条第２項及び第５条第３項の規定を適用して算定した額と、前記２

の（２）の交付決定額（変更された場合は、変更後の額とする。）のいずれか低い額により行う。 

 

５  補助規程の遵守 

本補助金の収受及び使用、補助事業の遂行等に当たっては、規則及び要綱の規定に従わなけ

ればならない。 

 


